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認定訓練「玉掛技能コース」の受講者の募集について 

 

日頃より組合活動へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。このたび、業務における安全確保

と技能向上を目的として、令和８年度・玉掛技能コースの受講者を募集いたします。 

玉掛けとは、ワイヤロープ等のつり具を使用して荷を移動式クレーン等のフックに掛けたり、合図を行う等、

つり荷を所定の位置に運搬する一連の作業をいいます。 

玉掛け作業は一寸気を緩めると死亡災害につながる危険のある作業です。 

玉掛けは、つり荷の質量ではなく、使用するクレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定め

られており、労働安全衛生法第６１条第１項によりつり上げ荷重が１トン以上のクレーン等で玉掛け作業は、技

能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。 

本コースはその技能講習に該当するものであり法定の修了証が交付されます。 

是非とも受講をご検討くださいますようご案内いたします。 

 

記 

 

１ 実施日時  ７月８日(水)・９日(木)・１０日(金)  ３日間 

１日目：８：４０～１７：１０ ２日目：８：５０～１６：１０ ３日目：８：３０～１８：２０        

＊遅刻・早退された場合、修了要件を満たせず修了証を発行できない場合がございます。 

２ 場   所  ㈱アイチ研修センター上尾教習所（埼玉県上尾市領家１１５２） 

３ 講   師  ㈱アイチ研修センター上尾教習所の講師   

４ 定  員  ２０名 限定 先着順 

５ 訓練内容  別紙「玉掛技能コース」カリキュラムのとおり 

６ 講 習 料  ２９，０００円（税込）(参加料：27,300円 ・ ﾃｷｽﾄ代：1,700円) 

       ・開催決定後、事業所様宛の請求書を送信いたします。お早めのお振込をお願いいたします。 

・領収書は、講習終了後に受講者様にお渡しいたします。 

・請求書、領収書の宛名は、いずれも事業所様宛となります。予めご了承お願いいたします。 

７ 申込期限  ６月１１日(木)  （開催のご連絡は、締切後3営業日までにご案内いたします。） 

８ 申込方法  googleフォームよりお申込み   下記記載のURLかQRコードからお申込み 

  URL:  https://forms.gle/ET5J7ttVZFNjL4eCA  

googleフォームからお申込ができない方は、お申込み用紙をFAXいたしますので、下記連絡先ま

でご連絡ください。 

９ 受講資格  満１８歳以上 

10 そ の 他  ⑴ 受講希望人数が少数の場合、講習が中止となることがあります。 

⑵ 期限前に締め切る可能性がありますのでお早めにお申込ください。 

⑶ 法定教育のため、遅刻者は受付けられませんので、予めご了承ください。 

⑷ 昼食は、事前にご自分でご用意をお願いいたします。 

⑸ 申込期限を過ぎてからのキャンセルはご遠慮ください。 

※ キャンセルが発生した場合、講習料の返金はできません。ご了承ください。 

          ※ 開催決定の場合、別途、㈱アイチ研修センター専用申込書の提出があります。 

 

添付書類：別紙「玉掛技能コース」カリキュラム 

連 絡 先：事務局：菊地   TEL：048-663-0242 FAX：048-663-0298 

保管期間：１年 



 

別紙 

 

「玉掛技能コース」カリキュラム 

 

実施時間 
法定訓

練時間 

区分 

(学科・実技） 
訓練内容 

１日目 

８：４０～１７：１０ 
７ 学科 クレーン等の玉掛けの方法 

２日目 

８：５０～１６：１０ 
５ 学科 

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 

クレーン等に関する知識 

関係法令 

学科試験（訓練時間に含まず） 

３日目 

８：３０～１８：２０ 
７ 実技 

クレーン等の運転のための合図 

クレーン等の玉掛け 

実技試験（訓練時間に含まず） 

 

 

持参品 

【１日目】   筆記用具 

【２日目】   筆記用具 

【３日目】 １ 筆記用具 

２ 印鑑（シャチハタ可） 

３ 作業服（実技ができる服装） 

４ 安全靴（運動靴可） 

５ 保護帽（無くても可） 

６ 手袋（軍手又は皮手） 

 


